
（別紙）

入札参加停止措置について

豊橋市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領第３条第１項に基づく別表 適用条項

1
（株）アクティー
代表取締役　村田　尚久
豊橋市東光町７－１

　令和８年４月１５日に落札決定を受けた「牛川渡船運航
委託業務」の契約に係る一般競争入札に関し、令和８年４
月２２日付で契約を辞退する申し出を行い、契約を締結し
なかったため。

（不正又は不誠実な行為）
12　前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事請負契
約等の相手方として不適当であると認められるとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当該認定をした日から　1か月以上12か月以内

【豊橋市工事請負契約等に係る入札参加停止措置要領別表運用基準】
　（別表第１２項関係）
第９条　別表第１２項に規定する「不正又は不誠実な行為」とは、①落札者が契約を締
結すること又は契約者が契約を履行することを妨げる行為、②監督又は検査の実施に
当たり本市職員の職務の執行を妨げる行為、③落札したにもかかわらず契約を締結し
ない行為、④徴せられた損害金を納期限までに納入しない行為、⑤別表各項の措置要
件に該当する事実を何度も繰り返す行為等が該当するものとする。

要領別表
第１２項

運用基準
第９条③

１か月
令和8年5月14日 ～
令和8年6月13日

物品の買入れ・委託業務等
（その他の業務委託等、建物等各
種施設管理、不用品買受、外国
語）

No. 対象業者 事案の内容及び入札参加停止の理由
入札参加停止の根拠

入札参加停止期間 登録業種


